
 

 
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
四
十
一
号 

広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
年
広
島
県
条
例
第

三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
（
以
下
「
短
期
大

学
校
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
訓
練
科
等
） 

第
二
条 

短
期
大
学
校
に
お
け
る
専
門
課
程
の
訓
練
科
、
訓
練
期
間
及
び
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

定 
 
 

員 

訓 

練 

科 

訓
練
期
間 

入
学
定
員 

総
定
員 

生
産
技
術
科 

二
年 

二
〇
人

四
〇
人

制
御
技
術
科 

二
年 

二
〇
人

四
〇
人

（
教
科
） 

第
三
条 

専
門
課
程
の
教
科
及
び
そ
の
時
間
数
は
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労

働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
十
二
条
に
定
め
る
基
準
に
従
い
、
知
事
の
承
認
を
得
て
、
訓
練
科
ご
と
に
短
期

大
学
校
の
長
（
第
九
条
第
二
項
を
除
き
、
以
下
「
校
長
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
。 

 

（
在
学
期
間
） 

第
四
条 

短
期
大
学
校
に
在
学
で
き
る
期
間
は
、
四
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
学
年
） 

第
五
条 

短
期
大
学
校
の
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。 

（
休
校
日
） 

第
六
条 

休
校
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

広
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す

る
日 

二 

そ
の
他
校
長
が
定
め
た
日 

２ 

校
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
休
校
日
に
お
い
て
も
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。 

（
入
学
の
出
願
） 

第
七
条 

短
期
大
学
校
に
入
学
を
希
望
す
る
者
は
、
校
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

る
入
学
願
書
に
校
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
て
、
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
入
学
選
考
） 

第
八
条 

校
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
出
願
が
あ
っ
た
と
き
は
、
書
類
審
査
、
筆
記
試
験
若
し
く
は
面
接

の
方
法
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
方
法
を
併
せ
用
い
る
こ
と
に
よ
り
選
考
を
行
う
。 



 

２ 

前
項
の
選
考
の
種
別
は
、
一
般
入
学
選
考
及
び
推
薦
入
学
選
考
と
す
る
。 

３ 
校
長
は
、
第
一
項
の
選
考
の
結
果
に
基
づ
き
合
格
者
を
決
定
す
る
。 

（
入
学
手
続
） 

第
九
条 

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
者
は
、
校
長
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
二
号
に

よ
る
入
学
願
に
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
健
康
診
断
書
及
び
そ
の
他
校
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え

て
、
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
合
格
者
が
入
学
願
書
提
出
時
に
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
学
校
の
生
徒
又
は
学
生
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
書
に
代

え
て
、
当
該
学
校
の
校
長
の
証
明
を
受
け
た
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
身
体
検
査
表
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
入
学
許
可
） 

第
十
条 

校
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
入
学
手
続
を
完
了
し
た
者
に
対
し
て
、
入
学
を
許
可
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
「
学
生
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
の
生
計
を
営
む

成
年
者
で
当
該
学
生
に
関
す
る
一
切
の
責
任
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
者
（
当
該
学
生
が
未
成
年
者
で
あ
る

と
き
は
、
親
権
者
若
し
く
は
未
成
年
後
見
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
準
じ
る
者
と
し
て
校
長
が
認
め
る
者
）

を
保
証
人
に
定
め
、
そ
の
者
と
連
署
し
た
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
誓
約
書
を
校
長
の
指
定
す
る
期
日
ま

で
に
、
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
保
証
人
は
、
学
生
が
納
付
す
べ
き
授
業
料
に
つ
い
て
、
当
該
学
生
と
連
帯
し
て
こ
れ

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

学
生
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
保
証
人
が
死
亡
し
、
又
は
独
立
の
生
計
を
営
む
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
新
た
に
保
証
人
を
定
め
、
そ
の
者
と
連
署
し
た
別
記
様
式
第
四
号
に

よ
る
誓
約
書
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
休
学
及
び
復
学
） 

第
十
一
条 

学
生
は
、
傷
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
休
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
証
人
と

連
署
し
た
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
休
学
願
を
校
長
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
休
学
の
期
間
（
以
下
「
休
学
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
一
月
以
上
一
年
以
内
と
す

る
。
た
だ
し
、
校
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
一
年
を
限
度
と
し
て
休
学
期
間
を
延
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

休
学
期
間
は
、
通
算
し
て
二
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

４ 

休
学
期
間
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
在
学
期
間
に
算
入
し
な
い
。 

５ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
休
学
し
た
者
が
復
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
証
人
と
連
署
し
た
別
記
様
式

第
六
号
に
よ
る
復
学
願
を
校
長
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
退
学
） 

第
十
二
条 

学
生
は
、
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
証
人
と
連
署
し
た
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
退
学

願
を
校
長
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
退
学
処
分
） 



 

第
十
三
条 

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
学
処
分
は
、
校
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
退
学
処
分
を
行
う
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
理
由
を
書
面
で
当
該
退
学
処

分
を
受
け
る
べ
き
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
卒
業
） 

第
十
四
条 

校
長
は
、
専
門
課
程
の
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
学
生
に
対
し
、
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
修
了

証
書
を
授
与
し
、
卒
業
を
認
定
す
る
。 

（
災
害
見
舞
金
） 

第
十
五
条 

学
生
が
、
職
業
訓
練
上
の
理
由
に
よ
り
、
又
は
通
学
途
上
に
お
い
て
、
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か

り
、
身
体
障
害
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
又
は
死
亡
し
た
と
き
は
、
県
は
そ
の
者
又
は
そ
の
者
の
遺
族
に

対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
災
害
見
舞
金
を
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
の
災
害
見
舞
金
の
支
給
の
範
囲
、
支
給
額
及
び
支
給
方
法
に
つ
い
て
は
、
別
に
知
事
が
定
め
る
。 

（
授
業
料
等
の
納
付
期
限
及
び
方
法
） 

第
十
六
条 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
授
業
料
等
の
納
付
期
限
及
び
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。 

一 

選
考
料 

入
学
願
書
の
提
出
時
ま
で
に
納
付
す
る
。 

二 

入
学
料 

入
学
願
の
提
出
時
ま
で
に
納
付
す
る
。 

三 

授
業
料 

四
月
及
び
十
月
の
末
日
ま
で
に
年
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
納
付
す
る
。
た
だ
し
、

納
付
期
限
前
に
休
学
し
、
若
し
く
は
退
学
し
、
又
は
納
付
期
限
後
に
復
学
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

休
学
、
退
学
又
は
復
学
の
際
に
納
付
す
る
。 

（
授
業
料
の
減
免
又
は
徴
収
猶
予
） 

第
十
七
条 

条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
授
業
料
の
納
付
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る

学
生
で
授
業
料
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

一 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
生
活
扶

助
を
受
け
て
い
る
者
又
は
そ
の
者
と
同
一
世
帯
に
属
す
る
者 

二 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
個
人
の
市
町
村
民
税
が
学
生
及
び

学
生
と
生
計
を
一
に
す
る
者
の
す
べ
て
に
つ
い
て
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
者 

三 

そ
の
他
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
者 

２ 

条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
授
業
料
の
納
付
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
学
生
で

授
業
料
の
徴
収
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
準
じ
る
者
で
あ
っ

て
、
一
時
的
に
授
業
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
者
と
す
る
。 

３ 

授
業
料
の
減
免
又
は
徴
収
猶
予
の
申
請
そ
の
他
の
手
続
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
知
事
が
定
め

る
。 

（
補
則
） 

第
十
八
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
短
期
大
学
校
の
管
理
等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
校
長

が
定
め
る
。 

 
 
 

附 

則 



 

 
（
施
行
期
日
等
） 

１ 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、

第
九
条
、
第
十
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
十
八
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
間
に
お
け
る
第
三
条
、
第
七
条
、
第
八 

 

条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
中
「
短
期
大
学
校
の
長
」
と 

 
 

あ
る
の
は
「
広
島
県
立
広
島
高
等
技
術
専
門
校
長
」
と
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十 

 

八
条
中
「
校
長
」
と
あ
る
の
は
「
広
島
県
立
広
島
高
等
技
術
専
門
校
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



（
別
記
）

 
様
式
第
１
号
（
第
７
条
関
係
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
学
 
願
 
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
長
 
様
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（
ふ

り
が

な
）
 
 

氏
 

 
 

名
 

印
 

男
・
女
 

生
年

月
日
 

 
 
 
 
 
年
 
 
 月

  
 
日
（
 
 
 
歳
）
 

第
１

志
望

科
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科
 

第
２

志
望

科
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科
 

写
 
 
 
真
 

（
写
真
裏
面
に
 

 
氏
名
を
記
入
）
 

 （
４
cm×

３
cm）

 

選
考

の
種

別
 

一
 
般
 
 
・
 
 
推
 
薦
 

現
住

所
 

又
 
 
は
 

連
絡

先
 

〒
 

   
電
話
（
 
 
 
 
）
 
 
－
 
 
 
 
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
 
 
 
 
）
 
 
－
 
 
 
 
 

最
終

学
校

名
 

（
科

名
）
 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科
）

卒
業
・
退
学

年
 
 月

  
日
 
卒
業
見
込
み

事
業

所
名

所
在

地
在

職
期

間
 
職

務
内

容

 履     歴 

最
終

職
歴

 
 

 
年
 
月
～
 
年
 
月
  

氏
名
 

印
続

き
柄
 
 

保護者
住

所
 
〒
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
 
話
（
 
 
 
 
）
 
 
－
 

備
考
 
 

 

 
選
考
料
払
込
証
明
書
貼
付
欄
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
に
選
考
料
払
込
証
明
書
を
貼
る
こ
と
。
 

  
注
 
１
 
該
当
の
文
字
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
氏
名
に
つ
い
て
は
，
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
３
 
生
年
月
日
欄
の
年
齢
は
入
学
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
４
月
１
日
現
在
の
年
齢
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
４
 
保
護
者
欄
に
つ
い
て
は
，
本
人
が
未
成
年
者
の
場
合
に
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
保
護
者
と
は
，
親
権
 

 
 
 
 
者
若
し
く
は
未
成
年
後
見
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
準
じ
る
者
と
し
て
校
長
が
認
め
る
者
と
す
る
。
 
 
 
 

 
 
 
５
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。



様
式
第
２
号
（
第
９
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
学
 
 
 
願

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

  
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
長
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科

名
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受
験
番
号

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

  
入
学
を
許
可
願
い
ま
す
。

 

                                                  保
護

者
 
 
 
 

 

                                             住
    所

 

                                             氏
    名

                           印
 

入
学
料
払
込
証
明
書
貼
付
欄
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
に
入
学
料
払
込
証
明
書
を
貼
る
こ
と
。
 

   注
 
１
 
氏
名
に
つ
い
て
は
，
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
２
 
保
護
者
に
つ
い
て
は
，
本
人
が
未
成
年
者
の
場
合
に
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
保
護
者
と
は
，
親
権
者
若
 

 
 
 
し
く
は
未
成
年
後
見
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
準
じ
る
者
と
し
て
校
長
が
認
め
る
者
と
す
る
。
 
 
 
 

 
 
３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。



様
式
第
３
号
（
第
９
条
関
係
）
 健
 
 
 
康
 
 
 
診
 
 
 
断
 
 
 
書

 
（
 
身
 
体
 
検
 
査
 
表
 
）

 

 
氏
 
名

 
  

（
男
・
女
）

年
 
 
 
月
 
 
 
日
生

 
現
住
所

 
  
又
 
は

 
  
連
絡
先

 
身
 
長

 
cm 

右
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

体
 
重

 
kg 

視
 
力

左
 

 

右
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

聴
 
力

 
左

 
 

備
 
考

 

 
胸
部
Ｘ
線
撮
影
（
直
接
，
間
接
）

 
     
 

 
 
 
判
 
定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
撮
影
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

 
治
療
を
要
す
る
疾
患
，
そ
の
他
特
記
す
る
事
項

 

 
就
労
に
関
す
る
所
見

 

 
上
記
の
と
お
り
診
断
す
る
。

 
  
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
医
 
師
 
 
住
所

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

 
上
記
は
学
校
医
の
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
定
期
健
康
診
断
の
結
果
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 
  
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 
 

学
校
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

注
 
１
 
該
当
の
文
字
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 
 
３
 
新
規
学
卒
者
に
つ
い
て
は
，
学
校
長
の
証
明
に
よ
る
身
体
検
査
表
（
医
師
証
明
不
要
）
に
代
え
る
こ
 

 
 
 
と
が
で
き
る
。

 



様
式
第
４
号
（
第
10条

関
係
）
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
誓
 
 
 
約
 
 
 
書

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

  
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
長
 
様

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

  
こ
の
度
，
入
学
を
許
可
さ
れ
ま
し
た
が
，
在
学
中
は
，
諸
規
定
及
び
指
示
事
項
を
守
り
，
技
術
・
技
能
の

習
得
に
努
め
ま
す
。

 
     
上
記
の
者
が
，
こ
の
度
入
学
を
許
可
さ
れ
ま
し
た
の
で
，
在
学
中
は
誓
約
事
項
を
堅
く
守
ら
せ
る
と
と
も

 
に
，
本
人
在
学
中
に
係
る
一
切
の
責
任
は
保
証
人
に
お
い
て
引
き
受
け
ま
す
。

 
 
ま
た
，
保
証
人
は
，
上
記
の
者
と
連
帯
し
て
授
業
料
を
納
付
し
ま
す
。

 

 
 
保

 証
 人

 
（
授
業
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
連
帯
保
証
人
と
な
り
ま
す
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
       注
 
１
 
氏
名
に
つ
い
て
は
，
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
２
 
学
生
が
未
成
年
者
の
場
合
は
，
保
証
人
は
保
護
者
（
親
権
者
若
し
く
は
未
成
年
後
見
人
又
は
こ
れ
ら
の
 

 
 
 
者
に
準
じ
る
者
と
し
て
校
長
が
認
め
る
者
）
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。



様
式
第
５
号
（
第
11条

関
係
）

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
休
 
 
 
学
 
 
 
願

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

  
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
長
 
様

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保
証
人

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

   
こ
の
度
，
次
の
理
由
に
よ
り
休
学
し
た
い
の
で
許
可
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 １
 
休
学
期
間
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
か
ら

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
ま
で

 

 ２
 
理
 
 
由

 

        注
 
１
 
氏
名
に
つ
い
て
は
，
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。



様
式
第
６
号
（
第
11条

関
係
）
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
復
 
 
 
学
 
 
 
願

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

  
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
長
 
様

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保
証
人

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

  
 
こ
の
度
，
次
の
理
由
に
よ
り
復
学
し
た
い
の
で
許
可
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 １
 
復
学
日
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

 ２
 
理
 
由

 

            注
 
１
 
氏
名
に
つ
い
て
は
，
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。



様
式
第
７
号
（
第
12条

関
係
）
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
退
 
 
 
学
 
 
 
願

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

  
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
長
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保
証
人

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

  
 
こ
の
度
，
次
の
理
由
に
よ
り
退
学
し
た
い
の
で
許
可
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 １
 
退
学
日
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

 ２
 
理
 
由

 

              注
 
１
 
氏
名
に
つ
い
て
は
，
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。



様
式
第
８
号
（
第

14
条
関
係
）
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 修

 了
 証

 書
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 名

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 生

 

 本
校
に
お
い
て
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
44年

法
律
第
64号

）
の
規
定
に
よ
る
次
の
職
業
訓
練
を
 

 修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
 

   
職
業
訓
練
の
種
類
 
 
 
高
度
職
業
訓
練

 

  
訓

練
課

程
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
専
門
課
程
 

  
訓

練
科

の
名

称
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
６
に
規
定
す
る
 
 
科
）
 

  
総

訓
練

時
間

 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印
 

   注
 
１
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 
 
２
 
訓
練
科
の
名
称
の
欄
の
( 

)内
の
「
 
 
科
」
の
部
分
に
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
６

に
規
定
す
る
訓
練
科
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

 


